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九州英数学舘国際言語学院（以下、本校）に在籍する留学生のアルバイトに関する取扱い

について、下記のとおりご案内いたします。 

 

本校の留学生は、出入国管理及び難民認定法第 19 条第 2 項に基づく資格外活動許可を受

けている場合、在学中に限り、原則として週 28 時間以内の範囲でアルバイトに従事するこ

とが認められています。 

 

本校では、2026 年 3 月 6 日に卒業式を実施し、卒業判定および成績確定を行いましたが、

学則上の在籍期間は 2026 年 3 月 31 日までとなっています。 

 

そのため、本校としては、2026 年 4 月より在留資格「留学」で以って進学を予定してい

る学生に限り、2026 年 3 月 31 日までの期間については、本校の在籍者として、資格外活

動許可の範囲内（週 28 時間以内）でアルバイトに従事することを差し支えないものとして

取り扱うこととしました。 

 

なお、本期間は長期休暇には該当しないため、資格外活動は週 28 時間以内とする必要が

あります。 

 

また、アルバイトの可否および資格外活動許可の取扱いについては、最終的には出入国在

留管理庁の判断および関係法令に基づくものとなります。 

 

本書は、卒業生の在籍状況および制度の一般的説明のために発行するものであり、特定の

アルバイトを許可するものではありません。 

 

以上 


